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会  議  録 

 

件名  第 2回西和賀町行政改革審議会 

期日  平成 29年 3月 22日（水） 

会場  湯田庁舎３階 大会議室 

時間  午後 2時～午後 3時 30分 

委員  高橋定雄委員、田村公一委員 

    照井盛丈委員、瀬川 公委員 

    為田稔彦委員、高橋惠子委員 

    刈田 敏委員、堤 研一委員 

    四戸克枝委員 

当局  高橋一夫副町長 

    企画課 柴田課長、新田課長代理 

        内記主査 

 

 

 

企画課長 本日は、お忙しい中、行政改革

審議会にご出席いただき、ありがとうご

ざいます。御案内の時間となりましたの

で、会議を進めてまいります。 

  本審議会は公開で行います。本日は報

道の方々も傍聴されております。 

  また、本日の審議会には、高橋副町長、

事務局の企画課担当職員が説明員として

参加をしておりますので、よろしくお願

いします。 

   それでは、ここで高橋定雄会長より

あいさつを頂戴いたします。 

 

高橋定雄会長あいさつ 

高橋橋会長 本日は、早春のまだ寒い中、

そして年度末の何かとお忙しい中、第２

回審議会にご出席いただきましてありが

とうございます。 

  第１回審議会では、町長から第３次行

政改革大綱策定について諮問を受け、審

議の体制とスケジュールについて決定し、

行財政改革等についての意見交換をした

ところでございます。 

  今回の審議会では、「行政改革大綱の取

組事項のまとめについて」を議題として

おります。事務局で調査し、役場庁内で

検証した資料の提出を受けております。 

  委員の皆さまには、この資料に基づき、

これまでの行財政改革の取り組みについ

て、評価・検証をしていただくこととな

りますので、活発な議論をお願い申し上

げ、あいさつに代えさせて頂きます。 

  本日は、よろしくお願いいたします。 

 

企画課長 ありがとうございました。 

  本日の審議会は、前回審議会以降の取

組みの報告が２件、それから現在町が取

組んでいる行政改革のまとめについてご

審議をして頂き、最後に次回の審議会に

ついてご意見をいただくこととしており

ます。終了見込みを午後３時から３時半

頃と見込んでございます。短時間ではご

ざいますけれども、活発なご意見をいた

だければ幸いと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  なお、高橋善夫委員から、都合のため

欠席する旨の連絡があり、本日欠席とな

っておりますことを報告いたします。 

  それでは、会長が会議の議長を務める

ことになっていますので、これよりの進

行は会長にお願いいたします。 
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議事 住民懇談会の開催結果について 

高橋会長 それでは、議事を進行してまい

ります。 

高橋会長 議事に入ります。 

  ⑴住民懇談会の開催結果について、事

務局からの説明をお願いします。 

企画課長 本日の審議会に関しましては、

今年度までの経過のご報告をさせていた

だくというという状況であります。した

がいまして、本日お配りしている資料で

すけれども、現段階での荒々のものとい

う状況にございまして、本日のご意見な

どを踏まえまして、今後さらに分析を進

めていくといった性格の資料でございま

す。資料の中をご覧頂きますと、住民懇

談会やまちづくり意見交換会の方には、

便宜総合計画策定のために開催したとい

う記載としてございますけれども、町で

は行政改革と総合計画を一対のものとし

て策定を進めてございまして、これらの

懇談会などは行政改革大綱策定のために

も開催したというような状況でございま

す。それから、住民懇談会や意見交換会

で出された意見につきましては、総合計

画や行政改革大綱の枠を超え幅広く頂戴

したという状況もございますので、そう

いった前提を踏まえまして担当のほうか

ら説明をさせて頂きますので宜しくお願

い致します。 

事務局 議事の一つ目の説明をさせて頂き

ます。次第のついている資料の３ページ

目をお開きください。住民懇談会の開催

結果についてということで、町政に関す

る意見や要望を幅広く把握するため、町

内６か所において住民懇談会を開催いた

しております。昨年の 11月 21日から 12

月 8日まで、参加者合計は 108名となっ

ております。 

  懇談会において出された池等について

は、資料№1 に集約しておりますので、

資料№1 をご覧いただきたいと思います。 

  資料の中には、質問も記載してあり、

それぞれの懇談会の中では個々に応答も

していますが、そのやり取りをすべて記

載すると単純に資料が細かく見難くなる

ため、今回の資料では記載を省略をして

おります。この資料については、質問も

含めて、どのような傾向の意見があった

か、あるいは住民の方々の問題意識はど

こにあったのか、といった視点で見て頂

きたいと考えております。個別の質問へ

の回答等のやり取りについては、必要に

応じて補足をさせて頂きます。 

  資料№1 は、分野ごとに分けておりま

す。1 ページ目が「１．保健・医療・福

祉」、2ページ目にいきますと「２．教育・

文化」、「３．産業」、3ページ目にいきま

して「４．生活基盤」、5ページ目には「５．

生活環境」、最後に「６．人口ビジョン・

総合戦略・総合計画などその他に関して」

となっており、行政改革に関しましては

６つめが関係する部分となっております。 

  かいつまんで説明いたしますと、上の

ほうから職員研修、職員の対応の改善を

希望するでありますとか、財政運営に関

しましては夕張市のようになりたくない、

町の借金はどうであるのかなど。また、

中ほどには、住民の意見を聞くのであれ

ば年間を通じて住民懇談会の機会をもっ

て欲しいであるとかなど、色々とご意見

を頂いております。細かい部分について

は、ご覧いただければと思います。まず

は、報告ということで説明を致しました。

宜しくお願い致します。 

高橋会長 事務局の説明が終わりました。

皆さまから質問等があればお願いします。 

  まだ始まったばかりですが、気がつい

たことなどあればお願い致します。 
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（議事⑴住民懇談会の開催結果のつづき） 

照井委員 質問ではなかったのですけれど

も、第 1回の会議の時に、財政指数であ

るとかの話が出た際に、専門用語のお話

と県内の財政状況などを次回の資料とし

て提示するというお話がありました。 

  それらの資料が出ていないなと感じな

がら、質問をさせて頂きました。 

事務局 町の財政状況、県内の市町村と比

較できるような資料ということでご指示

いただいておりましたが、今回の審議会

に間に合いませんでしたので、次回まで

に提示するということでお時間を頂きた

いと思います。 

企画課長 今回の審議会にお出しする資料

の構成を事務局で考えたとき、住民懇談

会の結果などの資料と、財政指数などの

資料を出すバランスがとりづらくて、ま

たそれまで含めると会議時間があまりに

も長くなってしまうことから、次回まで

の対応とさせて頂き、出来次第お送りす

ることとさせていただきます。 

高橋会長 ほかにご質問などございません

でしょうか。 

  ご質問等が無いようであれば、⑴住民

懇談会の開催結果については、報告事項

となりますので、次の議事に進んでよろ

しいでしょうか？ 

委員 （賛同） 

 

議事 まちづくり意見交換会について 

高橋会長 それではつづいて、議事⑵まち

づくり意見交換会の開催経過について、

事務局から説明をお願いします。 

事務局 それでは、次第のついている資料

の 4ページ目をご覧頂きたいと思います。 

  まちづくり意見交換会の開催経過につ

いてということになっております。今後

のまちづくりについて、広くご意見やご

提案等を伺うために、各種団体の代表者

の方々を分野ごとにグループワーク方式

で意見交換を行ってございます。 

  表のところを見て頂きまして、今まで

実施してきた意見交換会について記載を

しております。はじめに、婦人連絡協議

会さんとは 2月 7日に行っています。そ

して、保健・医療・福祉分野の皆さまと

は 2月 24日に、参集していただいた方々

については表の右側に記載をしておりま

す。社会福祉協議会、民生委員、それか

ら老人クラブ連合会、障害者団体、介護

福祉施設等の代表者 16 名の方々より参

加頂いております。そして、2月 28日に

は、教育・文化分野ということで、学校

校長会、小・中学校のＰＴＡ、保育所の

保護者会、西和賀高校、体育協会、芸術

文化協会、それから公民館協議会などか

らの代表者 15名に参加頂き、グループワ

ークでご意見などを伺いました。資料の

２には、最初に行った婦人連絡協議会さ

んとの記録のメモをつけています。 

  住民懇談会と意見交換会の違いについ

てですけれども、基本的に住民懇談会は

まったくのフリートーク形式で行ってい

るのに対し、婦人連絡協議会さんとの意

見交換会は、事前に質問内容のやり取り

があって、その内容があらかじめ整理さ

れた形で本番の意見交換会を行ったもの

ですので、資料の体裁も少し違っており

ます。 

  資料№2 の 1 ページ目の生活の部門か

ら、2 ページ目にいきますと教育、それ

から 4 ページ目にいきますと福祉、5 ペ

ージ目に医療、といったことで各分野ご

とにご質問を頂いて、町側の応答という

形で資料としております。いただいたご

質問の中には、行政改革にかかわるもの

はありませんでした。 
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（議事⑵まちづくり意見交換会のつづき） 

事務局 質疑応答の後に、今後の町のあり

方などでの意見交換する時間をいただき

まして、町の人口減少、少子高齢化が進

んでいく中での行財政運営などについて

議論をさせて頂きました。 

  その後に行っておりました保健・医

療・福祉分野、教育分野、それから産業

分野や生活基盤などについては今後に意

見交換を行っていく予定としております

ので、それらの結果がまとまりましたら

資料としてご提示をしていきたいと思い

ます。 

高橋会長 事務局の説明が終わりました。

皆さまから質問等があればお願いします。 

高橋惠子委員 少しだけ質問をさせて頂き

ます。先日は、婦人連絡協議会との話し

合いに皆さん来て下さりありがとうござ

いました。私たちも時間が取れずに急い

で質問事項を出したところもあって、役

場に迷惑をかけてしまったと思うところ

もありました。 

  私たちも回答を見て、婦人会でできる

ことは何かなと思っています。まず、冠

婚葬祭、地区では葬儀の時に飯台供養に

呼ばれた人は 2万円だということで、女

の人がどうこう言っても男の人は聞かな

いということがあって、国民年金で暮ら

しているご夫婦はとっても大変だと。そ

ういう各地区から出た問題を持ち寄って、

話し合っていきたいなと思います。それ

から、ゴミ分別ももう少し、一時はＥＭ

菌を使っていたりしたけれども、マンネ

リ化してしまっていたり、沢内の方は農

地があるので堆肥にして使っているので

すけれども、湯田の方はゴミが増えて大

変だとも聞きます。ごみの袋も、割け易

くなって、多く入れることができなくな

ったという声も聞いています。 

  婦人連絡協議会でも、今回の意見交換

の話をもっと煮詰めていきたいと思って

います。 

高橋会長 ほかにご質問とかございません

か。 

四戸委員 確認ですけれども、住民懇談会

やまちづくり意見交換会では、皆さんに

資料のようなものを出して行ったのでし

ょうか。 

企画課長 住民懇談会ですけれども、第 1

回目の審議会の時に「町の現状と住民ア

ンケートの結果」というパワーポイント

の資料を印刷したものをお配りして、こ

れまでの合併後 10 年間の取り組み的な

ことで説明をさせていただいたのですけ

れども、住民懇談会でもそれと同じもの

をお示ししまして、それをたたき台にし

てご意見を頂戴したという形になってご

ざいます。そのあとの意見交換会の部分

では、特別に資料を提示しておりません

で、婦人連絡協議会さんの時もこちらか

らの資料提示はておりませんが、婦人会

さんの方で問題意識として持ってらっし

ゃるものを整理していただいて、町側に

提示していただいたものにお答えしたと

いう形でやらせていただきました。その

後の、保健福祉や教育文化の部分の意見

交換会についても、町側から特別に資料

というものを提示をしておりませんでし

たが、グループワーク形式でコンサルを

お願いしまして、それぞれの問題意識を

出していただきまして、それをみんなで

話し合うという形でやらせていただいた

という状況でございます。 

高橋会長 ほかになければ、議事⑵まちづ

くり意見交換会の開催経過について、審

議いただいたとおりということで、次の

議事に進んでよろしいでしょうか。 

委員 （賛同） 
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議事 行政改革大綱取組事項について 

高橋会長 つづいて、議事⑶行政改革大綱

取組事項のまとめについて、事務局から

説明をお願いします。 

事務局 それでは、次第のついている資料

5ページをお開き頂きたいと思います。 

  行政改革大綱取組事項のまとめについ

てということで、第２次行政改革大綱に

計画されている取組事項の総括表を載せ

ております。項目は 24項目、5ページか

ら 8ページまで、こちらの資料は一覧表

になっております。表の左側の方には、

どういった取組をするのかを示しており

ますし、中ほどが年次計画、右の方が達

成度という事で、ほぼ達成された場合は

「◎」、ある程度達成したものは「○」、

取り組みが途中であるものは「△」、未実

施が「×」、それから途中で制度改正や条

件変更があったりして方針が変わったも

のなどについては「－」と表示していま

す。合計 24 項目あるうち、「◎」が 10

項目、「○」が 6つ、「△」が 1つ、未実

施の「×」はありませんでした。そして、

制度改正などの「－」が 7項目となって

います。 

  資料３に個別事項について、効果であ

ったり、未実施の理由、今後の方向性な

どをまとめておりますので、そちらをご

覧いただきながら、説明を聞いていただ

ければと思います。資料は項目ごとに 1

枚にまとめたものとなっております。上

の方から、「大項目」、「中項目」と続きま

して、3 段目の「取組事項」が具体的な

取り組みの内容を示しています。 

  項目 1つ目が、①情報提供の推進に関

する基準の策定の取組についてです。次

の欄には担当課を、その下には取組の内

容を、その下には具体策について記載を

しておりますし、その下は「年度目標」

という事で24年度から28年度まで、「□」

と「■」があると思いますけれども、「□」

は検討中を、「■」は実施したことを示し

ています。ですので、この情報提供の推

進に関する基準の策定については、24年

度に検討をして、25年度から実施してい

くという計画で取り組むこととされたも

のです。そして、下の欄の「実績」には

24年度から 29年度まで示して、「□」検

討が続いていますけれども、24年度から

29 年度まで検討段階として実施にはい

たらなかったという実績を表しておりま

す。その下の「達成度」の部分には取り

組みがどの程度まで進んだのかを示すも

ので、ここでは「－」が記載されており

ます。取組状況の変更がったと評価して

おりまして、その理由については下の「効

果」の所に記載をしております。ここを

読み上げますが、「情報公開及び個人情報

保護のいずれも、公開できるものとでき

ないものの線引きが職員でもできておら

ず、制度に対する職員の理解を深めるこ

とが必要であり、一方で制度の内容や位

置づけが住民にも広がっているとはいえ

る状況でないため、「住民主体のまちづく

りの推進」の基礎となるまちづくり基本

条例の運用ルールづくりから進める必要

が生じ、策定に至りませんでした。」とし

ております。こちらの方は、庁内で検討

した結果としてお出ししておりますが、

資料４になるのですけれども、まちづく

り基本条例検証委員会という組織がござ

います。そちらのところで、情報提供の

関係とか住民参画の部分については、ま

ちづくり基本条例の中に大きな項目とし

て掲載されておりまして、そちらで行わ

れた評価を、庁内での評価に取り入れた

ものになっております。資料№４の 1ペ

ージ目をお開き頂きたいと思います。 
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（議事⑶行政改革大綱取組事項のつづき） 

事務局 1 ページ目の下の「第３ 全体的

事項」の所ですけれども、「住民への情報

提供のあり方、同じく参画機会の提供に

関し、様々な取り組みがなされているこ

とは評価できます。」これはまちづくり条

例検証委員会による評価ですけれども、

続いて「しかしながら、その取り組みの

姿勢については、条例の制定前後で大き

く変わっているところは無く、町の最高

規範としての条例に基づいて行わなけれ

ばならないという認識は行政側にもまだ

根付いていないと感じられました。同様

に、条例の内容や位置付けは住民にも十

分広がっているとは言えません。」といっ

たことがありまして、こちらの評価の部

分を引用させていただいたという事でご

ざいます。そして、1 ページの下段のこ

とろですけれども「参画の原則や協働の

原則に基づく町政運営を実現するために

は、条例を運用するための具体的な手法

についてのルールづくりが必要です」と

検証していただいたところでしたので、

今後はそのような方針に基づいて取り組

んでいかなければと反省をさせていただ

いております。あわせて本日お配りして

いる資料の中には、まちづくり基本条例

の解説書というものがありまして、こち

らの方にまちづくり基本条例に基づくル

ールづくりはどういったものであるかな

どについて掲載されておりますので、後

程ご確認いただければと思いますけれど

も、その中で 1ページの「はじめに」の

ところにございますけれども、「平成 24

年に施行された西和賀町まちづくり基本

条例は、まちづくりの基本原則や住民、

議会、行政の役割、まちづくりの進め方

などを定めたもので、町の最高規範と位

置づけられる条例」となってございます。

町は、この条例の趣旨に沿って、住民、

議会、行政が一体となって、参画と協働

によるまちづくりを進めていきます。と

いうことで、住民参画と協働、情報提供、

情報公開については、まちづくり基本条

例に則って進めるべきものとなっており、

取り組みが遅れているという評価になっ

ております。何分こちらの方は、まちづ

くり基本条例検証委員会が担当して検証

していた部分でありますし、行政改革に

ついては行政改革審議会がありますので、

二つの組織が同じような項目で検証して

いるところがございますので、この部分

を今後の計画の中でそれぞれ役割分担を

して、まちづくりに関わる部分はまちづ

くり基本条例検証委員会の方で計画を作

っていき、行政改革審議会の方ではそれ

以外の行政改革項目について取り組みを

考えるべき、といった部分でもこれから

委員皆様のご意見を伺いながら進めてい

きたいと思ってございますので宜しくお

願い致します。 

  資料№3 に戻りまして、取り組みが思

うように進まなかったものだけかいつま

んで説明をしていきたいと思います。 

  2 ページになります。上から三段目の

「取組事項」の欄、「②審議会等の会議の

公開に関する基準の策定」という取組事

項ですけれども、こちらも「達成度」が

「－」となってございまして、こちらも

先ほどの 1項目目と同じくまちづくり基

本条例に関係する部分という事で同じよ

うな評価としてございます。 

  3ページに移ります。「③ブロードバン

ドを利用した情報発信力の強化」という

取り組みになってます。こちらも「達成

度」を「－」としております。ブロード

バンドの活用に関しては、情報化が進み、

たくさんの方法があります。 
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事務局 町では、いま光ケーブルを使って、

各戸に音声端末をつけて頂いて、音声放

送を行っておりますけれども、端末設備

を変えることで映像配信やケーブルテレ

ビなどの色々な方向性があるのですが、

なにぶん設備を整えないとそういったこ

ともできないという事で、設備を入れ替

えるとなると多額の投資であるとか、映

像制作やテレビ局との契約など新しい事

業が必要になるという事で、まずは現有

設備の更新期に向けて検討をすすめてい

く事項であると評価としてございます。 

  次に 4 ページ、5 ページに移りますけ

れども、住民参画の推進に関する事項と

なりますので、まちづくり基本条例に関

する部分という事で、「達成度」は先ほど

と同じく「－」としてございます。 

  それから、6ページ、7ページですけれ

ども、「①協働推進計画の策定」と「コミ

ュニティ活動への積極的な支援」につい

ては、ほぼ目標を達成したということで

す。 

  8ページ、9ページの「②地域自治組織

と行政区のあり方検討」と「①行政評価

システムの確立」についてですけれども、

目標を完全に達成するまではいかないも

ののほぼ達成したものとして評価をして

ございます。 

  そして、10ページ、11ページです。「②

わかりやすい行政評価結果の公表」につ

いてはほぼ達成、「③住民参画による外部

評価の導入」については「達成度」を「－」

としておりまして、こちらもまちづくり

条例の分野になるものとしてそのような

評価としてございます。 

  12ページ目、「①職員提案制度の導入」

についてですけれども、こちらは 29年度

に実施予定という事で、今のところは「○」

としてございますし、13ページの「①施

設の統廃合や管理運営の見直し」の部分

ですけれども、28年度に公共施設等総合

管理計画の策定をしてございます。今後

はこの計画に基づき、個別施設における

見直しを進めるという事で、半分くらい

までは達成したものとして、今後は個別

施設について検討を進めていくという状

況になってございます。 

  それから 14ページ、「①経費節減行動

計画の策定」についてですけれども、「達

成度」を「△」としてございます。行動

計画の策定はできませんでしたが、予算

編成の段階では経費節減方策について各

部署へ指示をしているといった取り組み

は行ってございます。今後はさらに財政

状況が厳しくなっていく事から、経費節

減では足りない部分もあることも考えら

れるため、そういったことも含めて今後

どのように進めていくべきかについて、

次期大綱の大きな課題の一つとしてと捉

えてございます。 

  15 ページ「①未納・滞納対策の強化」

については、県滞納整理機構という組織

がございまして、そちらに職員を派遣し

たり、連携をしながら税の部分では滞納

整理ができておりますけれども、使用料

など税金のように強制的に進めることが

できない部分については、これからマニ

ュアル化などを進めながら取り組むべき

というところで「○」という評価として

ございます。 

  16 ページ、「②使用料・手数料の見直

し」についてですが、消費税増税にあわ

せて使用料等の見直しを行っておりまし

た。消費税が 8パーセントに上がった段

階で、内部でどうするかを検討したわけ

ですが、数年後には消費税が 10パーセン

トに上がることがほぼ決まっていました。 
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事務局 ということで、消費税が 10ペーセ

ントに上がった時点で、使用料等の見直

すという方針を決定しておりました。た

だ、その消費増税が延び延びになってい

る関係で、内部でも動向を伺っている状

況という事で、「達成度」を「－」として、

所費税制改正に伴い延期という評価とし

てございます。 

  17 ページ、「③未利用公有財産の利活

用の推進」についてです。未利用公有財

産で動産については、例えば車両につい

ては使用しない車両は公売したりしてい

ますが、不動産関係についてはなかなか

未利用の部分の処分等は特に行っており

ませんでした。今年度策定をした公共施

設等総合管理計画の中には、財産の利活

用に関する基本方針を定めていますので、

今後は個別の不動産などについて検討を

していく段階となってございます。 

  18 ページになります。「①病院の健全

経営による医療の確保」ということで、

平成 26年度に新病院の開設をして、病院

経営の健全化を進め、地域包括ケアの役

割分担も進めながら取り組みをしている

というところでございます。 

  19 ページ、「②第三セクターのあり方

検討」ですけれども、こちらは当初から

取り組みを進めてございます。最初は、

第三セクターの統合を検討する協議会を

作っておりましたけれども、統合につい

ては一旦見送りをして、経営改善の協議

会を設置して取り組みを進めてきてござ

います。 

  20 ページ、「①組織体制の充実強化」

ということで、昨年 4月に役場機構の見

直しをして「実施」としており、今後も

状況を見ながら見直しをしていくべきも

のと考えてございます。 

事務局 21 ページです。「①定員適正化計

画の策定」ですけれども、昨年役場機構

の見直しをして 1年を過ぎましたので、

現機構に合わせた定員管理計画を 29 年

度に策定をすることとしてございます。 

  22 ページに移ります。「①職場内の連

携強化と活性化」については、毎年度各

課で行動計画を策定したり、定期的な家

内会議をするなどして連携強化の取り組

みをしてございます。 

  23 ページ、「②プロジェクト事業等へ

の職員活用」といったところでは、近年

では女性職員による人口減少対策のプロ

ジェクトチームを結成するなど、必要に

応じて対応しているものとなってござい

ます。 

  最後の 24ページ、「③職員研修計画の

策定」ということで、こちらは 27年度か

ら計画を策定して、内部研修であります

とか、外部で行われる広域等での研修に

計画的に参加をしているところでござい

ますし、職員の研修履歴なども人事台帳

で管理をして、研修機会の確保にも取り

組んでいるところでございます。 

  駆け足で説明をさせていただきました

が、委員皆様からのご質問やご意見など

を宜しくお願い致します。 

高橋会長 事務局の説明が終わりました。

皆さまから質問等があればお願いします。 

高橋惠子委員 13 ページなんですけれど

も、巣郷にある温泉施設の憩いの家、私

は時々そこを通りますが、利用者のほと

んどが秋田県の人みたいで、あの辺の地

域の人たちがどの程度利用をしているか、

もし利用率が少ないのなら考えなければ

と思います。秋田県の人のためにやって

いるようだと、お金を払って入っている

のだから少しはいいのかもしれないけれ

ども、良くはわかりませんけれども。 
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高橋惠子委員 それと、財源の見直しです

ね。下水道、町民の座談会でも出ていま

すけれども、保育所も下水道に入ってい

ないという話もありましたが、個人宅で

も下水道に入っていないという人が結構

いるんですよね。それを 10年間のうちに

（下水道接続を）やれば、町からの補助

があったようですが、それを過ぎてもさ

っぱり進まないようだなと思っていまし

た。そこら辺を促進するような取り組み

を。（下水道利用していない）あの人たち

だけずるいとか、下水道入って取られる

のが（水道料金が）3 倍なんですよね。

汲み取りの人たちは数千円、うちらは数

万円かかるんですよね。 

  それから、うちの近くの沢内小学校の

森林組合さんの苗圃跡地を役場さんに売

ったようですが、そこを 1年に 1度草を

刈っていただくんですけれども、虫が発

生したりして、たくさんの虫が自宅のコ

ンクリートの所に集まってきます。その

虫はさわうち病院の所にもいますけれど

も、草刈りというか、活用できるものが

あったら利用していただかないと、本当

に大変です、虫が発生して。うちらも気

持ち悪いから、中ほどまで草刈りをする

んですけれども、自分の土地みたいにし

て申し訳ないなと思うところもあるので、

そこら辺を考えていただければ、もしで

きれば 2回くらい草刈りして頂きたいで

す。 

高橋会長 はい。いま三点ほど伺いました

が、一つ目の憩いの家についてですが。 

高橋副町長 巣郷にある老人憩いの家です

ね。町の施設ですが、管理を産業公社に

お願いしているものです。ここの利用率

は、すごく良く無くて、費用対効果から

いうと赤字です。 

高橋副町長 公共施設、お風呂とか色々利

用していただいている中でも、利用率が

低いので、優先順位からいいますとかな

り低くなっています。ただ、止めるとな

ると色々と、費用対効果からいうと赤字

なので止めた方が赤字が無くなっていい

ですけれども、そのまま止めてもいいの

かということも含めて検討が必要。 

  先ほどの説明の中でも出ていましたけ

れども、急激に財政的な収支バランスが

悪くなってきて、相当優先順位が高い中

での見直しの施設になると思っています

けれども、個々に考えていくのではなく

て、全体のルールを決めながら取り組ん

でいかなければ止めることはできないと

思っていますけれども、現状はご指摘の

通りです。 

  下水道の事ですけれども、下水道ばか

りでなく、下水道区域から離れている合

併浄化槽でも、町の方でＰＲして浄化槽

にして頂けないかをお願いをしていると

ころですが、なかなか進まない状況。今

年も予算を取っていましたが、補助する

予算全額を減額している状況にあります。

なかなか一人暮らしで、年金の収入だけ

でとなると厳しいという人も多い。 

高橋惠子委員 実は、一人暮らしの人たち

は、かえって最初に下水道に入っていて、

入っていない人たちには結構若い人たち

がいて、建設業とか土建業とかの人もい

ます。 

  きれいな水にして川に流すのが、西和

賀町の自然と環境を守るためにも、ぜひ

促進してもらいたい。 

高橋副町長 苗圃の草刈りの方は。 

高橋惠子委員 うちで役場に電話して、草

を刈ってもらったが、電話しなくても刈

ってもらえるように、電話するもの申し

訳ないなという思いもあるので。 
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高橋惠子委員 森林組合さんも、町に売れ

ばいいというんではなく、やっぱり自分

たちの周りくらいはして頂きたい。クロ

モジを入れていた倉庫の周りも、蛇が出

てきたり、気持ち悪いので、売ればいい

というものでないと思います。 

堤委員 今日は、大綱の取組事項のまとめ

ということで、意見ですけれども、資料

5 ページの「第２次行政改革大綱取組事

項総括表」というものがあるのですが、

これは１次大綱の結果を踏まえて、２次

大綱が繋がっているという前提で書かれ

ていると思いますので、２次大綱ができ

ていないというのはわかるのですが、そ

のまま３次大綱に行っていいのかという

のはイコールではないと思います。 

  ３次大綱をどのように決めるかという

ところですが、今「大項目」が 4つあり

ますけれども、「１．住民主体のまちづく

りの推進」については先ほどの説明にあ

ったように、まちづくり基本条例検証委

員会の方で早く進めていった方がいいと

思いますので、全部ではないにしても主

なところは外していって、まちづくりの

方で早急に検証をして、ルール作りが必

要であれば早く作って、24年にできて今

何もやっていないというのはまったくの

んびりだなと思いますので、それは急い

でやっていただきたいと思います。 

  そうすると、行政改革審議会の方で何

をやるのかというと、大項目の「２．行

政運営の効率化」と「３．財政の健全化」

の大きな二つの項目があれば、「４．住民

に信頼される職員・組織」は役場の町の

行政の部分になると思うので、全体を見

た感じでは大きくこれらの二つがあれば

中におさまるのではないかなとは思いま

す。 

堤委員 その大きな二つの項目で、行政の

効率化、あるいは職員・組織を絡めてい

けばいいと思います。 

  行政の方で一つは、公共施設の一覧表

があると思いますけれども、こちらをご

提示いただければと思います。一覧表と、

施設の収支であるとか、指定管理である

とか、今の状況。設置が何年で、現状は

老朽化しているであるとか、利用者はき

ているとかきていないとか、そういう資

料をお願いします。 

  私は、仕事柄、財政の方は興味がある

ところですが、まず今は財政の現状と、

10年くらいのシミュレーション、今後ど

うなっていくのかを作っているものが何

かあると思うのですが、これから厳しく

なるということなのか、これから良くな

っていくのか、どういうシミュレーショ

ンを作っているのかが見えないと。こう

いう状況で厳しいから経費を節減しよう

とか、厳しいから人件費をどうしようと

か、厳しいからこういう予算を組もうと

か。そういう、今の現状を問うシミュレ

ーションが無いと、目標が見えないので、

何のためにこの、経費を節減するのか、

しなくてもいいのではないですかという

話になるので、やっぱり目的が明確にな

って、こういう実施項目がスタートでき

た方がいいので、私はそれを知りたいと

ころです。 

  つまり、借金はこれから減っていける

のかどうか、自主財源はどんなふうに増

えていくのか減っていくのか、あるいは

例えば固定資産税は今こういう状況だけ

れども今後はこういう風になっていく予

定だとか、そういった色々なことを前提

として示していただけると目標が出て来

るんではなかろうかとそういう風に思い

ます。 
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堤委員 ちょっと個別の話で恐縮ですが、

消費税 10 パーセントに伴う使用料等の

改正の話ですが、ここは私は 10パーセン

トに合わせて改正ではなくて、今やらな

きゃない。今、8パーであれ、10パーで

あれ、20パーであれ、いくらの手数料で

あるべきかということを議論して、本体

価格を議論して、プラス消費税、それを

税込にするとかしないとかという決め方

だといいのですが、10パーになってから

上げたら、これは便乗値上げと言われま

すので、そういうことは避けた方がいい

のではないかなと思います。つまり、税

抜きの本体価格でいくらであるべきかを

議論して、あとは消費税が 8パーセント

なのか、10パーセントなのか、20パーセ

ントなのかということはプラスであって、

端数が面倒だったら何十円に切り上げる

であるとか、四捨五入であるとかとやれ

ばいいのであって、まったく 10パーセン

トになってから何て言っているとおさま

らないような気がいたします。そういっ

たところが意見としてあります。 

高橋会長 はい、ありがとうございます。 

  先ほど、大綱の取組評価について事務

局からの説明がありましたように、「◎」

の75パーセント以上達成が10項目、「○」

の50パーセント以上が6項目とあるので

すが、その反面、取組状況の変更という

のが 7か所あって、今の消費税の関係も

「－」となっているわけで、あとはまち

づくり基本条例との関連項目が同じよう

に「－」になっているということで堤委

員からご指摘があったとおりであります。 

  ここは大事なところだと思いますので、

色々と皆さんからご意見やご質問などを

いただきたいと思いますがいかがでしょ

うか。 

髙橋副町長 少しよろしいでしょうか。 

  今の堤委員のお話はわかりました。財

政の関係は難しいところがあるのですけ

れども、前提条件をどのようにしてシミ

ュレーションしていくのかということで

大分変わってくるのですが、トレンドと

すると、いずれうちの町の自主財源とし

ての町税はほとんど 1割もない状況です。

そこは常に公表しているのですけれども、

大半が地方交付税で、地方交付税には

色々な要素がありますが、人口が減少す

るということは、地方交付税の中には人

口割というのがかなりありますので、そ

ういうトレンドから言いますと確実に減

っていく状況にはあります。 

  ただ今までは、5 年間延長しています

が、町村合併特例で結構下駄をはかせて

いただいたので、今までの 10年間はほと

んど財政規模が変わらないできています。

人口は 2,000人位も減っているのだけれ

ども、財政規模がほとんど変わらなかっ

たということです。以前にも説明をしま

したが、病院も造ることができたのもそ

のことによるものですし、今 40億円の事

業費で水道の統合整備を進めていて、い

ずれ上水道に切り替わる予定ですけれど

も、その水道会計もほとんど収支は合わ

ず真っ赤な赤字で、40億円の事業費に伴

う借金返済が 3年後から始まってきます。

それから、病院建設の借金も始まってき

ます。ですので、借金は返済が多くなっ

て、しかも入ってくるものが少なくなる

というのが、大まかなトレンドです。 

  その前提条件によって見通したものは

ある程度示すことができると思います。

あまり衝撃的だとビックリされると思い

ますが、一般論とするとそういう状況に

ありますので、今のような経費ではなか

なか大変だということになります。 
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髙橋副町長 そうなりますと、住民へのサ

ービスが低下するのではないかなど、

様々な話が出てくると思います。例えば、

イベントの補助金など、3万円、5万円減

らしただけで大騒ぎされますので、そこ

は一つのルールの中でそういう状況であ

ることを示して、納得はしてもらえない

かもしれませんが、理解はしていただく

なかで、こういう場で情報提供していき

ながら、皆さんのご意見を伺いながら進

めていければなと思います。 

  あと、公共施設の一覧表については作

っていますので、管理費については多少

作業する時間が必要かもしれませんが、

高橋惠子委員からご指摘されたように、

例えばあの施設はいるのかといったもの

も一覧表を見ればあるのですけれども、

お出ししたいと思います。 

堤委員 資料は非公開でもいいですので、

行革を考える上では、前提条件として、

悪化していく、厳しい、利用率が悪い、

それなら止めた方がいいのではないかと

いうところからスタートして議論をして

いく。あまり公になると問題がでてくる

こともあるでしょうから、そういうこと

もあってもいいのかもしれません。 

髙橋副町長 私たちとしては、急激に悪く

なっていくことだけは避けたいと思いま

す。トレンドとしては、徐々に減ってい

くこととなりますが、あまり影響の無い

ような形で進めていけるようになってい

けばいいとは思っているのですけれども。 

堤委員 住民の方々に危機感がないと、こ

れを出しても、町の方でやってくれとい

う風になると思います。危機感をどっか

できちっと持ってもらわないと。私たち

が行革をやるのではなくて、住民の皆さ

まが行革を進めていくべきものです。 

堤委員 そこをきちっとわかるようにしな

いとダメでないかなと思います。そこが

難しいとは思いますが。 

髙橋副町長 そうですね。そこが難しいと

ころだと思います。刈田委員、難しいで

すよね。 

  頭ではわかっていても、なかなかこち

らのほうが、ついていかないところがあ

ります。 

企画課長 資料の方は、先ほどの財政の関

係の部分も含めまして、準備ができ次第

皆様にお送りいたしたいと思います。 

髙橋会長 それでは、田村副会長いかがで

すか。 

田村副会長 膨大な資料の説明を受けて、

何から考えたらいいのか少し悩んでいま

したけれども、先ほどの堤委員のお話を

聞いて大分整理をできたような気がしま

す。これからも資料を出していただけれ

ば、議論をしていけるのではないかと思

います。 

  それから、「－」となっている検討をし

て実績がないというものが 7項目あると

いうことで、それらは 5年間経っている

ものなんですよね。毎年検討はしていて

も進めなかった。その辺が、何か別な方

法が無かったのかなと、逆に今度の大綱

ではその辺を踏まえて対応していくべき

だなと感じます。 

  例えば、まちづくり基本条例の方の運

用ルールづくりなどは、そちらの方にボ

ールを渡してしまえば、こちらの方は取

り組みができないような感じで年数だけ

が経ってしまった感じがしますので、そ

の辺はもう少しいい方法があれば成果を

上げられたのではないかとという思いが

あります。以上です。 

髙橋会長 はい、ありがとうございます。 

  それでは、照井委員。 
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照井委員 私も、田村さんと同じ感想を持

ちました。 

  先ほど、四戸委員から質問がありまし

たが、まちづくり意見交換会で借金とか

の資料を出したのか、出していないのか。

出していないということでしたので、そ

のような状態で話し合いになりますと、

ただあれが欲しい、これが欲しいという

ような懇談会になるのではないかなと思

います。現状を出して、その中で何を選

んだらいいのかというような話し合いが

できたら良かったのではないかという様

な気持ちを持ちました。 

高橋会長 では、瀬川委員。 

瀬川委員 同感ですけれども、その通りで

ございまして、内容を見させていただい

て大変だなと思っていたところですけれ

ども、取組事項の「達成度」のところの

パーセントが良くわからないと思います。

どこらへんを目標としたのかなと、そし

てどの程度やったのかを数値化している

のかなと思いますけれども、数値化した

内容で何パーセント、25パーセント、50

パーセント、75パーセントと、そういっ

たことでやっているのだと思いますので、

そういうところが補足の資料で見えれば

わかりやすいのかなと。もちろん、評価

する際に、まとまった数値目標、そちら

の基礎資料となる数値化した内容も、前

段のお話の中で示すような内容になって

いますけれども、そこらへんもしっかり

見た中で評価するべきだろうなと。やは

り、取り組みの評価の内容を踏まえた中

で、次にいくべきなのだろうなと思った

ところです。 

  また、行政評価のシステムですけれど

も、外部評価をしっかりと入れて評価を

していくことが必要だろうなと。 

瀬川委員 外部評価がなければ、単に内部

でぐるぐる回っているだけで終わってし

まうと思いますので、ぜひ次に進むため

には外部評価をしっかり取り入れた方が

いいと思いました。以上です。 

高橋会長 はい、ありがとうございます。 

  では、為田委員。 

為田委員 厳しい財源の中で、今回、西和

賀高校のためにということで、湯本の土

地を買ったということは広報なり、議会

中継で聞いていました。それはそれとし

て、私はいいと思います。反対とか、賛

成というのではなくて、活用方法がわか

らない住民が多いと思います。そういう

風な大きな財源を使ってやったことなの

で、もう少し住民にわかりやすく使い方

をおしえていただければ、広報とかを使

っておしえていただきながら、やってい

ただければいいなと思います。 

  それから、こちらもこの前の議会で聞

いたものですけれども、新しい職ができ

るということで、私もずっと議会を聞い

ているわけにもいきませんでしたので、

こういったこともしっかりお知らせをし

ていただいて、この厳しい財源の中でも

一生懸命町の活性化のために尽くしてい

るということを理解していただけるよう

な工夫も何とかして頂きたいなと思いま

す。以上です。 

高橋会長 はい、ありがとうございます。 

  では、高橋惠子委員。 

高橋惠子委員 先ほど話しましたので。 

高橋会長 はい。では、刈田委員。 

刈田委員 私は、数値、現状の達成してい

る分に関して共通の認識がないと、その

辺の説明がないと、現状はどうなのかと

わかる資料が無いと評価的には立場、立

場の中では変わってしまうのではないか

なと思います。 
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刈田委員 あとは、先ほど来、住民自身が

行革ということでありますけれども、行

政に対して依存は確かにありますけれど

も、住民のサービスをどこまでやるかと

いうことはかなりきちっとした方向で行

かないと、その辺を第三セクターであっ

たり、温泉であったり、公共交通であっ

たり、そういう点に関しては行革の中で

しっかりと進める方向でいかないと、最

後は大変になっていくのかなとは思って

いますけれども、なかなかそこは住民と

の関係をどのようにもっていくかという

のが一番だと思います。それを提示して

いくのが審議会の役割かなと思います。 

高橋会長 それでは、堤委員。 

堤委員 先ほど来、話をさせて頂きました

が、スピード感をもって色々なことに取

り組んでほしいなと思います。今日の資

料だけを見ても、スピードが遅いし、実

績の「□」は検討と書いていますが未実

施だといえますので、検討しているのだ

ったら 5年間も経って何をしていたのか

という感じがしますので、やはり初年度

からスタートできるようなところにもっ

ていかないと 5年間では終わらないもの

も結構ありますので、とにかくスピード

感を持った改革に取組んでいただきたい

と思います。 

高橋会長 はい、ありがとうございます。 

  では、四戸委員。 

四戸委員 だいたい皆さんと同じような感

想を持ちました。目標達成率が 75パーセ

ント、50パーセントとなっているものは、

ほとんど上手くいっているという視点で

考えますと、病院の健全化や第３セクタ

ーのあり方については 75 パーセント以

上達成ということなので、何も問題無い

ように進んでいると取られてしまう。 

四戸委員 目標というものがどういう程度

のレベルなのかという共通認識が無いで

すし、実績が 75 パーセント、50 パーセ

ントとしているものはをもって 75 パー

セント、50パーセントとしているのかと

いうところを示していただいたほうがわ

かりやすいのではないかなと思います。 

  それから、29年度のところですけれど

も、まだ今後の話だと思いますけれども、

「■」実施という記入がされていたりす

るものがありますので、どういう経緯で

このような表記になったのか、そこも含

めてわかりやすく示していただきたいと

思います。 

高橋会長 はい、ありがとうございます。 

  先ほどから評価の部分で、数値化にな

じまないものがあるかもしれませんけれ

ども、極力わかりやすく示していただく

ように出していただければと思います。 

  そのほか、全体的なところで、皆さま

のほうからご意見なり、ございませんで

しょうか。 

企画課長 それでは、事務局からよろしい

でしょうか。 

  色々とご指摘をいただいて、ご意見を

頂戴しているところですが、まったくそ

のとおりでございまして、今の行政改革

大綱とまちづくり基本条例のことですけ

れども、どちらも平成 24年 3月につくっ

たものでございまして、それぞれが住民

参画でありますとか、あるいは情報公開

といった分野で同じものを対象にしてし

まったが故に、器ができたのだけれども、

その大綱とまちづくり基本条例の役割分

担というものをどうしたらいいものかと

いうことで今日まで至ってしまったとい

うところが、その部分でのご指摘いただ

いたことの実態だと認識をしてございま

す。 
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企画課長 また、取組事項の達成度の数値

化の話も、住民に中味が伝わっていない

ところのすべての原因は、同じところに

あると思いますけれども、いずれ可能な

ところから対応をして、必要な資料はお

送りさせて頂きたいと考えてございます

し、今の取りまとめについてもできるだ

けわかりやすく、数値化できるものにつ

いてはやっていきたいなと思っています。 

高橋会長 では、たくさんのご意見をいた

だきまして、ありがとうございます。事

務局におきましては、いま審議された内

容をしっかりと受け止めていただきまし

て、行政改革大綱にいかしていただくよ

うにお願いを致します。 

  次に進んでよろしいでしょうか。 

委員 （同意） 

 

議事 次回の審議会について 

高橋会長 議事⑷次回の審議会について、

事務局から説明をお願いします。 

事務局 次回の審議会についてお諮りをい

たします。 

  行革大綱における取組事項の検証につ

いては、本日ご審議いただいた内容によ

り事務局でまとめて、次回以降にご確認

を頂きたいと思います。 

  第３回審議会では、第３次行政改革大

綱の骨格となる基本方針と全体的な文章

構成について、ご審議を頂きたいと考え

ております。審議の参考資料として、町

の行財政状況について他市町村と比較で

きる資料、それから行政改革の基本方針

と構成についても他市町村の事例をお示

して進めて生きたいと考えてございます。 

  審議会の開催時期は、６月を目指して

作業を進めたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

事務局 資料の方は、会議の 1 週間、2 週

間前には届くように準備を進めてまいり

たいと思っておりますのでよろしくお願

い致します。説明は、以上です。 

高橋会長 事務局の説明が終わりました。

皆さまからご意見や質問等があればお願

いします。 

堤委員 議事録とかは、作る予定ですか。

我々にはいつ頃お示しいただけますか。 

事務局 議事録は作ります。第 1回目の議

事録はできておりますので、次の資料と

合わせ、本日開催分を含めて送付させて

頂きたいと思います。 

高橋会長 ほかに発言がなければ、そのよ

うなことで次回の準備を進めます。準備

ができしだい、事務局より事前に資料を

送付した上で通知させますので、よろし

くお願いいたします。 

  本日の議事が終了しましたが、事務局

で準備しているものほかにございますか。 

髙橋副町長 少し雑談的な話で恐縮です。 

  皆さんから色々とご意見を伺いまして、

まったくそのとおりで、言い訳などする

つもりはまったく無いのですけれども、

先ほど為田委員から新しい職のことでお

話がありました。新しい課長級で、課長

級といっても課長のワンランク下の管理

職員手当の少ない推進監というものを設

置します。６次産業推進監というものと、

女性が住みよいまちづくり推進監と、そ

れから健康づくり推進監という 3人を新

たに配置したいという提案をしたという

ことです。健康づくり推進監については、

保健師長が兼務することで健康福祉課に

1 人置くことにしていますし、ふるさと

振興課には女性が住みよいまちづくり推

進監ということで地方創生の 5つの柱の

中で女性が住みよいまちづくりの取り組

みが結構弱かったのでてこ入れをします。 
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ついては、町の中に６次産業のセクショ

ンが無いので、今まで産業公社の中に６

次産業推進センターというものがあった

のですけれども、今後は農業の生産者の

方に力を入れた施策展開をしていかなけ

ればというところです。 

  次の 30 年度からの新しい町の計画の

中で、29年度は検討の年ですので、新し

い職務の人たちにはそういう方向性で取

組んでもらうということで提案をしたと

ころです。 

  議会の中で、その課長級を新たに設置

することで町の支出がいくらくらい増え

るのかということを問われまして、試算

をして、共済費からもろもろを含めまし

て一般論として1人50万円くらい増えま

すので、3 人だから 150 万円になるので

すけれども、一方で今年は定数を 4人減

らしていまして、この小さい規模の中で

4 人も減らすというのは大変なことなの

ですけれども、年収 500万円で計算しま

すと 4人減で人件費を 2,000万円も減ら

していますので、行革の意識では取り組

んでいますということなのですけれども、

確かにご指摘のとおりそのようなことを

住民の方々に直接的に説明するというの

はし難いところもありまして、ここの場

だとそのような話もできるのですけれど

も、人件費を減らしているというような

ことはなかなかお知らせできなかったの

で、今回のこういう取り組みの検討の中

で住民の方々にも、行革に対する理解の

窓口みたいな形で、「町ではこのようなこ

ともやっているんだね」というような話

をしていただければと思っています。 

  あともう一つは、町としては減らそう

と思えば、今みたいに減らせるところが

あります。 

髙橋副町長 補助金などでは、今までもら

っていたという既得権みたいなものを持

たれていることが多いです。例えば、去

年まで 200万円の補助だったのに、今年

は 150万円に減らされたとなった途端に、

何で減らしたんだという話になってしま

います。どうしてなんだと。そういうと

ころは、自分達ができるところは自分た

ちでやっていくというスタンスに立てば、

あまりそういう話にはならないと思いま

すけれども、そういうことも含めて全体

として、堤委員にご指摘いただいたよう

に、町がこれからどんな厳しい状況にな

っていくかというのを理解していただく

ということが一番にありますが、それは

総論で、各論で自分のところにきたとき

は途端に反対するというのが現実界の世

界といいますか、そこが結構難しいとこ

ろですけれども、そこは何とか理解して

頂きたいという資料を一生懸命作らなけ

ればならないと思っています。 

  それから、役所の中でのスピード感と

いう話ですが、スピード感を大事にする

と吟味するのが薄くなってしまいます。

一生懸命吟味しようと思って、色々な人

に聞かれてもきちんと応えなければいけ

ないと吟味する、その相反する部分があ

って、いま為田委員からご指摘のあった

湯本の土地購入についても、議会に提案

するために吟味して時間をとってなかな

か購入できないよなと言っている間に、

民間だとすぐ別の方に売ってしまうとか

言うように、民間のスピード感と役所の

スピード感がまるっきり違うというとこ

ろがあって、だからといってスピード感

を合わせてやってしまうと結構荒くなっ

てしまって、というところもある程度理

解していただければと感じるところもあ

ります。 
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髙橋副町長 役所だから、ちゃんと説明し

てからやるよなという思いもあるのだけ

れども、一方では早く早くというところ

もあって、どちらも正しいのだけれども、

そこのところがなかなか上手くかみ合わ

ない部分もケースによってはあるのかな

と思います。 

  あと最後に、施策の優先順位をどうし

ていくかということ、さっきもバスの話

が出ていましたけれども、バスを何とか

して欲しい。今回の議会でも出ましたけ

れども、あれもちょっと説明不足のとこ

ろがありますまして、刈田委員はご理解

をいただいていると思っておりますけれ

ども。例えば、バスの個別の話で、山伏

線が去年まで 3便走っていたのですけれ

ども、それが今年 1便に減りました。そ

れが住民の方の不満の大きな原因の一つ

だと思っていますけれども、山伏線は 3

便走らせていて 2,000万円の赤字でした。

あまりそういう事実は話していませんで

したけれども、1,000 万円はバス会社が

被っていて、ほかに国や県の補助を入れ

て何とか運行していただいていましたが、

とてもルールに合わないから 3便とも止

めたいと話があったところで、何とか 1

便を残して頂きたいと町が申し出をして、

町がお金を出して、県からも補助をもら

ってようやく 1便を保つことができたの

ですけれども、それでも町の負担は相当

でています。そうして残して、何人乗っ

ているかを見ると、どんどん利用者が減

っていて、1000円上限で盛岡まで行ける

ように運行していましたが、乗る人が少

なくなっていく。無くなると、不便だ不

便だと言うけれども、どこまで乗ってい

ただけるのかということを、29年度に調

査することにしていますけれども。 

 

髙橋副町長 結局、費用対効果を考えたと

きにどうなんだということは必ず一方で

は出てきて、一方では住民サービスが、

高齢化して足が無い人はどうするといっ

た、相反する課題が出てきて、その中で

財源があるうちは負担できるけれども、

財源が無くなったらどうするという施策

の優先順位というものが一番大切になっ

てくる感じがします。 

  ただ、ある意味、ここで議論していた

だくことについては、生の情報を出しま

すので、そういった理解を皆さんして頂

きながら、先々どのような優先順位にし

ていけばいいかということまで含めてご

意見をいただければと思います。財源さ

えあれば、バスだっていくらでも走らせ

ることができますけれども、現状では町

でもバスの運行に相当負担をしています

ので、例えば何かの施設を作るとすれば

施設を作れるくらいのお金を、そのまま

バスの運行費に払っているということな

ので、でもそれは施策として必要だから

負担しているということなので、どっち

が大事かと取り合いになると厳しい状況

が出てくることがあると思います。そう

いうところも含めて、医療費の問題から

何から含めて、財政負担のシミュレーシ

ョンなども皆さんにお知らせしていきた

いと思いますので、宜しくお願い致しま

す。 

高橋会長 はい、スピード感にしても、費

用対効果にしても、バランスをとりなが

ら進めていただければと思います。 

  そのほか、何かございますか。 

高橋惠子委員   婦人会では、生涯学習

課に色々と関わっていただいていますが、

学務課と生涯学習課が一緒になると聞い

ていましたが、一緒にならないとの話も

聞こえてきますが。 
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髙橋副町長 28年度中に教育委員会（学務

課と生涯学習課）を統合したいというこ

とで提案をして、予算も議会を通して頂

きましたが、色々な諸事情があって延期

しています。いつまでという起源はあり

ませんが、延期となっています。 

高橋会長 ほかによろしいですか。 

  それでは、皆さま、長時間、多岐にわ

たり審議して頂きありがとうございます。

以上で、第２回行政改革審議会を閉じた

いと思います。どうもお疲れ様でござい

ました。 


